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○苫小牧市子ども・子育て支援法施行細則 

平成２６年１０月２９日 

規則第４５号 

(趣旨) 

第１条 子ども・子育て支援法(平成２４年法律第６５号。以下「法」という。)の

施行については、子ども・子育て支援法施行規則(平成２６年内閣府令第４４号。

以下「府令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。 

(労働時間の下限) 

第２条 府令第１条の５第１号の規定により定める労働時間は、月６４時間とす

る。 

(教育・保育給付認定の申請) 

第３条 府令第２条第１項の申請書は、子どものための教育・保育給付認定申請書

(様式第１号)とする。 

(教育・保育給付認定の有効期間) 

第４条 府令第８条第４号ロの規定により定める期間は、９０日とする。 

２ 府令第８条第６号及び第１２号の規定により定める期間は、教育・保育給付認

定の効力発生日から小学校就学前子どもの保護者の育児休業が終了した日までと

する。 

３ 府令第８条第７号及び第１３号の規定により定める期間は、府令第１条の５第

１０号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認

める期間とする。 

(教育・保育給付認定現況届) 

第５条 府令第９条第１項の届書は、子どものための教育・保育給付認定現況届(様

式第２号)とする。 

(教育・保育給付認定の変更) 

第６条 府令第１１条第１項の申請書は、子どものための教育・保育給付認定変更

申請書(様式第３号)とする。 

(教育・保育給付認定の申請内容の変更の届出) 

第７条 府令第１５条第１項の届書は、子どものための教育・保育給付認定内容変

更届(様式第４号)とする。 

(支給認定証の再交付) 

第８条 府令第１６条第２項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第５号)と

する。 

(利用者負担額) 

第９条 法第２７条第３項第２号、第２８条第２項各号、第２９条第３項第２号及

び第３０条第２項各号の政令で定める額を限度として市が定める額(以下「利用者

負担額」という。)は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもについては、零とす

る。 

(１) 法第１９条第１号に規定する小学校就学前子ども 

(２) 法第１９条第２号に規定する小学校就学前子ども(満３歳に達する日以後の

最初の３月３１日までの間にある小学校就学前子ども(法第２８条第１項第３号

に規定する特別利用教育を受ける者を除く。以下「特定満３歳以上保育認定子

ども」という。)を除く。) 

２ 法第１９条第３号に規定する小学校就学前子ども(特定満３歳以上保育認定子ど

もを含む。)についての利用者負担額は、別表に定める額とする。 
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(施設等利用給付認定の申請) 

第１０条 府令第２８条の３第１項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認

定・変更申請書(様式第６号)とする。 

(施設等利用給付認定の有効期間) 

第１１条 府令第２８条の５第４号ロの規定により定める期間は、９０日とする。 

２ 府令第２８条の５第６号の規定により定める期間は、府令第１条の５第９号に

掲げる事由に該当する場合にあっては施設等利用給付認定の効力発生日から小学

校就学前子どもの保護者の育児休業が終了した日までとし、同条第１０号に掲げ

る事由に該当する場合にあっては当該事由に該当するものとして認めた事情を勘

案して市長が適当と認める期間とする。 

(施設等利用給付認定現況届) 

第１２条 府令第２８条の６第１項の届書は、子育てのための施設等利用給付認定

現況届(様式第７号)とする。 

(施設等利用給付認定の変更) 

第１３条 府令第２８条の８第１項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認

定・変更申請書とする。 

(施設等利用給付認定の申請内容の変更の届出) 

第１４条 府令第２８条の１２第１項の届書は、子育てのための施設等利用給付認

定内容変更届(様式第８号)とする。 

(乳児等支援給付認定の申請) 

第１４条の２ 府令第２８条の２２第１項の申請書は、乳児等支援給付認定申請書

（様式第８号の２）とする。 

(乳児等支援給付認定の変更) 

第１４条の３ 府令第２８条の２６第１項の申請書は、乳児等支援給付認定変更届

（様式第８号の３）とする。 

(特定教育・保育施設等の確認の申請) 

第１５条 府令第２９条、第３９条及び第４４条の２において準用する第３９条の

申請書は、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援

事業者確認申請書（様式第９号）とする。 

(特定教育・保育施設等の確認の変更の申請) 

第１６条 府令第３１条、第４０条及び第４４条の２において準用する第４０条の

申請書は、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援

事業者確認変更申請書（様式第１０号）とする。 

(特定教育・保育施設等の変更の届出等) 

第１７条 法第３５条第１項、第４７条第１項及び第５４条の３において準用する

第４７条第１項の規定による届出は、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業

者及び特定乳児等通園支援事業者確認内容変更届（様式第１１号）により行わな

ければならない。 

２ 法第３５条第２項、第４７条第２項及び第５４条の３において準用する第４７

条第２項の規定による届出は、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び

特定乳児等通園支援事業者利用定員減少届（様式第１２号）により行わなければ

ならない。 

(特定教育・保育施設等の確認の辞退) 
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第１８条 法第３６条、第４８条及び第５４条の３において準用する第４８条の規

定による確認の辞退は、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳

児等通園支援事業者確認辞退届（様式第１３号）により行わなければならない。 

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請) 

第１９条 府令第５３条の２の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請

書(様式第１４号)とする。 

(特定子ども・子育て支援施設等の変更の届出) 

第２０条 法第５８条の５の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確

認内容変更届(様式第１５号)により行わなければならない。 

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退) 

第２１条 法第５８条の６第１項の規定による確認の辞退は、特定子ども・子育て

支援施設等確認辞退届(様式第１６号)により行わなければならない。 

(委任) 

第２２条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、府令の施行の日から施行する。 

附 則(平成２７年３月３１日規則第９号改正) 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則(平成２８年３月３１日規則第９号改正) 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則(平成２９年３月３１日規則第１０号改正) 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則(平成２９年１１月２日規則第２４号改正) 

この規則は、公布の日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

附 則(平成３０年３月３０日規則第１０号改正) 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則(平成３０年８月３１日規則第２４号改正) 

この規則は、平成３０年９月１日から施行する。 

附 則(平成３０年１２月２８日規則第３８号改正) 

この規則は、平成３１年１月１日から施行する。 

附 則(令和元年９月３０日規則第１０号改正) 

(施行期日) 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

(利用者負担額に関する経過措置) 

２ 第１条の規定による改正後の苫小牧市子ども・子育て支援法施行細則第９条及

び別表の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負

担額について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額について

は、なお従前の例による。 

附 則(令和２年３月３１日規則第１１号改正) 

この規則は、公布の日から施行し、令和２年３月２日から適用する。 

附 則(令和３年７月３１日規則第１６号改正抄) 

(施行期日) 

１ この規則は、令和３年８月１日から施行する。 

(経過措置) 
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２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式(次項に

おいて「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後

のそれぞれの規則の様式によるものとみなす。 

３ この規則の施行の際現に旧様式により作成されている用紙は、当分の間、これ

を取り繕って使用することができる。 

附 則(令和３年８月３０日規則第１８号改正) 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正後の苫小牧市子ども・子育て支援法施行細則別表備考第３

項及び第４項の規定は、令和３年９月１日以後に行われる教育・保育に係る利用

者負担額について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額につ

いては、なお従前の例による。 

附 則(令和５年３月３１日規則第１１号改正抄) 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則(令和６年３月２５日規則第３号改正) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(令和８年 月  日規則第 号改正) 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の苫小牧市子ども・子育て支援法施行細則（以下「新規

則」という。）第１４条の２から第１８条までの規定による必要な手続その他の行

為は、この規則の施行の日前においても、新規則の規定の例により行うことができ

る。 

別表(第９条関係) 
各月の初日の小学校就学前子ども

の属する世帯の税額等による階層

区分 

利用者負担額(月額) 

区分 定義 標準時間 短時間 

第 1 子 第 2 子 第 3 子以降 第 1 子 第 2 子 第 3 子以降 

A 被保護世帯等 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 

B 市町村民税が非課税

の世帯 

0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 

C1 均等割のみ課税の世

帯 

0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 

C2 所得割の額が 33,300

円未満 

9,800 円 0 円 0 円 9,600 円 0 円 0 円 

2,450 円 0 円 0 円 2,400 円 0 円 0 円 

C3 所得割の額が 33,300

円以上 48,600 円未満 

13,200 円 0 円 0 円 13,000 円 0 円 0 円 

3,300 円 0 円 0 円 3,250 円 0 円 0 円 

C4 所得割の額が 48,600

円以上 50,900 円未満 

14,100 円 0 円 0 円 13,900 円 0 円 0 円 

3,500 円 0 円 0 円 3,500 円 0 円 0 円 

C5 所得割の額が 50,900

円以上 63,600 円未満 

16,700 円 0 円 0 円 16,400 円 0 円 0 円 

4,200 円 0 円 0 円 4,100 円 0 円 0 円 

C6 所得割の額が 63,600

円以上 78,600 円未満 

21,400 円 0 円 0 円 21,000 円 0 円 0 円 

5,350 円 0 円 0 円 5,250 円 0 円 0 円 

C7 所得割の額が 78,600

円以上 97,000 円未満 

25,400 円 0 円 0 円 25,000 円 0 円 0 円 
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各月の初日の小学校就学前子ども

の属する世帯の税額等による階層

区分 

利用者負担額(月額) 

区分 定義 標準時間 短時間 

第 1 子 第 2 子 第 3 子以降 第 1 子 第 2 子 第 3 子以降 

C8 所得割の額が 97,000

円以上 117,300 円未

満 

31,600 円 0 円 0 円 31,100 円 0 円 0 円 

C9 所得割の額が 117,30

0 円以上 138,300 円

未満 

39,200 円 0 円 0 円 38,500 円 0 円 0 円 

C10 所得割の額が 138,30

0 円以上 169,000 円

未満 

42,900 円 0 円 0 円 42,200 円 0 円 0 円 

C11 所得割の額が 169,00

0 円以上 183,300 円

未満 

47,100 円 23,550 円 0 円 46,300 円 23,150 円 0 円 

C12 所得割の額が 183,30

0 円以上 228,900 円

未満 

53,000 円 26,500 円 0 円 52,100 円 26,050 円 0 円 

C13 所得割の額が 228,90

0 円以上 301,000 円

未満 

61,000 円 30,500 円 0 円 60,000 円 30,000 円 0 円 

C14 所得割の額が 301,00

0 円以上 346,600 円

未満 

66,500 円 33,250 円 0 円 65,400 円 32,700 円 0 円 

C15 所得割の額が 346,60

0 円以上 

75,600 円 37,800 円 0 円 74,300 円 37,150 円 0 円 

備考 

１ この表において「小学校就学前子どもの属する世帯の税額」とは、教育・

保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属す

る者の課税額を合算した額をいう。 

２ この表において「被保護世帯等」とは、生活保護法(昭和２５年法律第１４

４号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

する法律(平成６年法律第３０号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法

(昭和２２年法律第１６４号)第６条の４に規定する里親である教育・保育給

付認定保護者の世帯をいう。 

３ この表において「均等割のみ課税の世帯」とは、市町村民税が課税されて

いる世帯であって、世帯員の全てが所得割(地方税法(昭和２５年法律第２２

６号)第２９２条第１項第２号に掲げる所得割をいい、同法第３２８条の規定

によって課する所得割を除く。以下同じ。)を課されない者(市町村(特別区を

含む。)の条例で定めるところにより当該所得割を免除された者を含むものと

し、当該所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除

く。)である世帯をいう。 

４ この表における所得割の額を計算するに当たっては、府令第２１条で定め

る規定は適用しないものとし、府令第２１条の２の市町村民税所得割合算額

を算定する場合の例による。この場合において、同法第３２３条に規定する
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市町村民税の減免があったときは、その額を所得割の額から控除して得た額

を所得割の額とする。 

５ この表において「標準時間」とは府令第４条第１項の規定による１日当た

りの保育の利用を１１時間までとするものをいい、「短時間」とは同項の規

定による１日当たりの保育の利用を８時間までとするものをいう。 

６ この表において、Ｃ２階層からＣ１０階層までに属する世帯については、

次の各号に規定する者で教育・保育給付認定保護者と生計を一にするものの

うち、最も年齢が高い者から順に第１子とする。 

(１) 教育・保育給付認定保護者に監護される者 

(２) 教育・保育給付認定保護者に監護されていた者 

(３) 教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属(前各号に掲げる

者を除く。) 

7 この表において、Ｃ１１階層からＣ１５階層までに属する世帯については、

次の各号に規定する者のうち、小学校就学前子どもの範囲において最も年齢

が高い者から順に第１子とする。 

(１) 保育所、幼稚園、認定こども園又は特別支援学校幼稚部に在籍する者 

(２) 地域型保育又は特例保育を受ける者 

(３) 法第５９条の２第１項の規定による助成を受けている施設のうち、児

童福祉法第５９条の２第１項に規定する施設(同項の規定により届出がされ

たものに限る。)であって同法第６条の３第１２項に規定する業務を目的と

するものを利用する者 

(４) 児童発達支援、医療型児童発達支援又は居宅訪問型児童発達支援を受

ける者 

(５) 児童心理治療施設に通う者 

８ この表におけるＣ２階層からＣ６階層までの利用者負担額について、上段

の額は教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一

の世帯に属する者が府令第２２条各号に該当する世帯(以下「要保護世帯」と

いう。)以外の世帯に、下段の額は要保護世帯に適用する。 

９ 次に掲げる場合における当該小学校就学前子どもに係る当該月の利用者負

担額は、府令第５９条に規定する日数を基礎として日割りによって計算して

得た額(その額に１０円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

とする。 

(１) 月の中途で入所し、又は退所したとき。 

(２) 府令第５８条第４号に規定するこども家庭庁長官が定める場合に該当

し、保育の提供がなされないとき。 

  



－ 7 － 

様式第１号(第３条関係) 
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様式第２号(第５条関係) 
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様式第３号(第６条関係) 
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様式第４号(第７条関係) 
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様式第５号(第８条関係) 
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様式第６号(第１０条、第１３条関係)
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様式第７号(第１２条関係) 
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様式第８号(第１４条関係) 
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様式第８号の２(第１４条の２関係) 
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様式第８号の３(第１４条の３関係) 
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様式第９号(第１５条関係) 
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様式第１０号(第１６条関係) 
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様式第１１号(第１７条関係) 

 
  



－ 22 － 

様式第１２号(第１７条関係) 

 
  



－ 23 － 

様式第１３号(第１８条関係) 
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様式第１４号(第１９条関係) 

 
  



－ 25 － 

様式第１５号(第２０条関係) 
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様式第１６号(第２１条関係) 

 
 


